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【別添１】 

「日本一美酒県 山形」フェア企画運営等業務委託基本仕様書 

 

１ 業務委託名 

  「日本一美酒県 山形」フェア企画運営等業務 

 【委託業務の内訳】 

（１）「日本一美酒県 山形」フェア企画運営等準備業務（令和３年度） 

（２）「日本一美酒県 山形」フェア企画運営等業務（令和４年度） 

 
２ 主催及び発注者 

 「日本一美酒県 山形」フェア実行委員会（以下「実行委員会」という。） 

 
３ 目   的  

平成 30 年５月に東北で初めて開催した、世界的にも有名なワイン品評会「インタ

ーナショナル・ワイン・チャレンジ（ＩＷＣ）」の「ＳＡＫＥ部門」や国内外の各種

品評会での高い評価を背景に、県産酒をはじめとした食や伝統工芸、観光資源などの

県産品等を総合的にＰＲするため、「日本一美酒県 山形」フェア（以下「フェア」

という。）の開催準備を進めてきたが、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令

和２年３月に引き続き、令和３年５月の開催も見送らざるを得ない状況となった。 

一方、新たなワイナリーの設立や、ワインのＧＩ「山形」の指定、日本酒の輸出量

は好調が続いていることなど、県産酒をめぐっては明るい話題も多く、コロナ禍の中

においても積極的なＰＲをしていくことが、アフターコロナを見据えたさらなる展開

を図る上でも重要になっている。 

こうしたことから、今般の情勢を踏まえた上で、実施可能な方法を模索しながら県

産酒のＰＲ事業を行うことで、山形県全体としての魅力を発信し、県産酒を核とする

県産品全体の取引拡大及び輸出促進とともに、アフターコロナを見据えた国内外から

の観光交流人口の増大、さらには山形県のブランド力の更なる向上を図る。 

 

４ 日   時 

   会場準備：令和４年５月 13 日（金）午前 10 時から午後５時まで 

第１日目：令和４年５月 14 日（土）午前 10 時から午後５時まで 

第２日目：令和４年５月 15 日（日）午前 10 時から午後５時まで 

 

５ 会   場 

山形国際交流プラザ（山形ビッグウイング） 

 住 所：山形市平久保 100 

 第１～４集会展示場を含む屋内全てと屋外イベント広場 

 
６ 委 託 期 間 

（１）「日本一美酒県 山形」フェア企画運営等準備業務 
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契約締結の日から令和４年３月31日まで 

（２）「日本一美酒県 山形」フェア企画運営等業務 

令和４年４月１日から令和４年７月 31 日まで（予定） 

 

７ 業 務 内 容 

（１）ロゴの作成 

  ・ ポスター、チラシ、ウェブや看板などに使用するフェアの統一ロゴをデザイン 

する 

  ・ ロゴに関する一切の権利は、実行委員会に帰属する 

 

（２）広報・ＰＲ 

  ① ポスター、チラシの作成・配布 

   ・ ポスター（Ａ２判、3,500 枚）及びチラシ（Ａ４判（両面）10 万枚）を作成

する 

   ・ 県内外で効果的な配布計画を作成する 

  ② ホームページの作成 

   ・ フェア開催に係る情報を随時更新できるホームページを作成する 

   ・ ホームページは、「日本一美酒県山形ファンクラブ」サイト内に作成する 

（https://www.bisyuken-yamagata.club/） 

  ③ その他、県内及び県外における効果的な広報計画を作成し、実施する 

 

（３）会場設営及び撤去 

  ① ブースの設置    

   ・ ブースの面積及び数は、以下のとおり（ブースの数は変動する場合がある） 

名 称 ブース数 

日本酒試飲・販売エリア 48 

ワイン試飲・販売エリア 20 

その他県産酒試飲・販売エリア  4 

協賛企業・市町村特産品展示・販売エリア 10 

食品提供エリア 10 

工芸品等展示・販売ブース  1 

観光ＰＲブース  1 

   ・ 各ブースに看板を設置する 

 

② ①のブースに係る備品の調達 

 ・ 各ブースに必要な備品は、以下のとおり（必要な備品の数量は変動する場合  

がある） 

名 称 必要な備品 

日本酒試飲・販売エリア テーブル(180cm×45cm)２台以上、 
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ワイン試飲・販売エリア 椅子４脚、白布、 

その他県産酒試飲・販売エリア 

協賛企業・市町村特産品展示・販売エリア 

食品提供エリア テーブル(180cm×45cm)６台、 

椅子４脚、コンロ 

工芸品等展示・販売ブース テーブル(180cm×45cm)１６台、 

椅子４脚 観光ＰＲブース 

 

  ③ ステージの設営 

   ・ ステージを設営し、音響設備を設置する 

   ・ 客席数は約 150 とし、椅子を配置する 

 

  ④ 飲食スペースの設置 

   ・ 会場内にテーブルを設置し、立食又は着座による飲食スペースを概ね 1,000

人分を確保すること 

 

  ⑤ 商談ブースの設営 

   ・ 個別商談会は、会場準備日である令和４年５月 13 日（金）に実施する 

   ・ 会場内の控室を利用し、商談ブースを 10 程度設置する 

   ・ ブースにはテーブル及び椅子を準備する 

   ・ 個別の商談が可能となるようパーテーション等で間仕切りを設ける 

 

  ⑥ 手洗い場の設営 

   ・ 会場内の四隅のほか、必要な場所に手洗い場を設置する 

 

  ⑦ 救護所の設置 

   ・ 会場内に救護所を設置し、看護師等を常駐させる 

 

  ⑧ その他 

   ・ 看板を設置する 

   ・ スポンサーボードを設置する 

   ・ ゴミ捨て場を設置し、収集及び処理を行う 

   ・ 会場設営は、令和４年５月 13 日（金）午前９時から午後９時まで、撤去は令

和４年５月 15 日（日）午後５時から午後９時までの間で行う 

   ・ 会場使用料は、実行委員会が支払う 

 

  ⑨ 会場レイアウト図等の作成 

   ・ 上記①から⑧までの内容を踏まえ、レイアウト図を作成する 

（ブース、ステージ、飲食スペース等のイメージ図を含む） 



-4- 

 

（４）チケットの作成及び販売 

  ・ 日本酒及びワインの試飲に必要なチケットを事前に作成し、販売する 

  ・ チケットは３時間ごと１日２回の入替制とし、販売数は１回あたり 2,000 枚と

する。 

  ・ チケット料金は、前売り 2,500 円、当日券 3,000 円を基本とするが、異なる価

格のチケット販売などを独自に企画したい場合などは、併せて提案すること 

  ・ チケットの売上状況については実行委員会に随時報告を行うこととし、売上げ

は実行委員会の収入とする 

 

（５）会場運営等 

  ① 受付等 

   ・ チケットと引換えに、試飲券（10 枚相当を基本とする）、専用の試飲用容器 

及び飲料水（500ml ペットボトル）を来場者に渡す 

   ・ プログラムを作成し、配布する 

   ・ 必要に応じ、当日券販売所を設置する 

 

  ② 日本酒及びワインの試飲 

   ・ 日本酒及びワインの試飲は、販売価格等に応じ、必要となる試飲券の枚数を

設定して行う 

   ・ 試飲の量は、一杯あたり約 40ml を基本とする 

   ・ チケットと試飲券の引換え、効果的な試飲の方法について検討し、実施する 

   ・ 試飲券の枚数設定や試飲の量などについて、独自に企画したい場合は、併せ

て提案すること 

 

  ③ ステージイベントの企画・運営 

   ・ 第１日目にオープニングセレモニーを実施する 

   ・ その他、フェア開催中、定期的に来場者に県産酒をはじめとする県産品の魅 

力をＰＲする企画を実施する 

   ・ ステージイベントに係る台本を作成する 

 

④ 抽選の実施 

 ・ フェア限定酒の購入抽選会を実施する。フェア限定酒は実行委員会が用意す 

る 

 

⑤ 送客 

   ・ 山形駅などを発地とする、会場までの有料のシャトルバスを運行する 

     （シャトルバスの運賃はバス運行経費と相殺し、事業完了時に委託費を精算

する） 

   ・ 繁華街への誘導を含め、効果的な輸送計画を作成し、実施する 
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⑥ その他 

 ・ その他県産酒試飲・販売エリア、協賛企業・市町村特産品展示・販売エリア、 

食品提供エリア及び工芸品等展示・販売ブースの出店者を取りまとめ、必要に 

応じて説明会を実施する 

・ 想定する来場者数に対応できる警備及び会場整理に係る計画を作成し、人員 

を配置する 

・ 法令に基づく行政機関への申請及び届出等を行う 

・ 会場運営に係るマニュアルを作成する 

・ 会場内の試飲・販売に係る決済方法について、効果的な手法を作成し、実施 

する 

 

（６）個別商談会の実施 

  ・ 県産酒等の取引拡大・輸出促進に向け、県外（国外を含む）の飲食店や酒販店 

などで酒類の取引・販売等に携わる者と、県内酒蔵・ワイナリー等との個別商談会

を実施する 

・ 参加者の選定を含めた企画運営については実行委員会が行うため、場所や設備 

の確保等の調整を行う 

 

（７）アンケートの実施及び来場者数等の取りまとめ 

  ・ 来場者に対してアンケートを実施するとともに、終了後、来場者数及び各ブー

スの試飲チケット回収数等を取りまとめる 

 

８ 成果品の提出 

上記７業務内容について、実施報告書を１（１）と（２）ごとに作成し提出すること 

 

９ 委託業務遂行にあたっての留意事項 

（１）受注者は契約に基づき、常に発注者と密接な連絡を取り、その指示に従うこと 

（２）この業務に関わる必要経費は原則受注者の負担とし、委託料の範囲内で実施する

こと 

（３）実施にあたり、本仕様書に定めのない事項については、発注者と協議のうえ決定

すること 


